
桜桜花花学学園園大大学学  履履修修規規程程 
 

第第  １１  章章  総総  則則  

 （準拠）  

第 1 条 この規程は、学則第 6章（教育課程及び履修方法等）、第 7章（資格取得の課程）、 

第 8章（卒業等）に定める事項について、その細則を定める。  

 

第第  ２２  章章  授授業業科科目目とと単単位位 
 
 （授業科目）  

第 2 条 教育保育学部及び国際学部における授業科目は、共に共通教育科目及び専門教育

科目とする。ただし、資格を得ようとする学生のために当該課程及び自由科目を置く。 

 

（教職課程）  

第 3 条 教職員免許状の所要資格を得ようとする学生のために、教職課程を置く。  

２ 前項の資格を得ようとする学生は、教育職員免許法並びに同法施行規則の定めると

ころに従い、学則に定める科目を履修しなければならない。 

 

（保育士資格）  

第 4 条 保育士資格をえようとする学生のために、教育保育学部に児童福祉法及び同法施

行規則並びに指定 保育士養成施設の指定及び運営の基準に定める教育課程を置

く。 

２ 前項の資格を得ようとする学生は、児童福祉法及び同法施行規則並びに指定保育

士養成施設の指定及び運営の基準の定めるところに従い、学則に定める科目を履修

しなければならない。  

 

（授業科目と単位数）  

第 5 条 授業科目と単位数は、学則の定めるところによる。  

 

（単位の計算方法）  

第 6 条 各授業科目の単位は、次の各号の基準によるものとする。  

（１）講義及び演習については、１５時間から３０時間までの授業時間をもって１単位

とする。  

（２）実験、実習及び実技については、３０時間から４５時間までの授業時間をもって

１単位とする。  

（３）１の授業科目について、講義、演習、実験、実習又は、実技のうち２以上の方法
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の併用により行う場合については、前掲各号の組み合わせに応じ、別に定める時

間をもって１単位とする。  

２ 前項の規定にかかわらず、卒業論文等の授業科目の単位については、学修の成果 

を考慮して、本学において定める単位とする。  
 

第第  ３３  章章  授授業業  

 
（授業時間数）  

第 7 条 授業開講期間は、前期及び後期に、それぞれ１５週とする。  

 

（必修と選択）  

第 8 条 授業は、各授業科目を必修科目と選択科目に分け、これを各年次に配当した教育

課程により行うものとする。  

 

第第  ４４  章章  履履修修方方法法  

 
（卒業の要件及び在学年限） 

第 9条 学生は、４年以上在学し、次の各号に定めるところにより、合計 124 単位以上を

修得するものとする。 ただし、本学に在学し得る期間は８年間を限度とし、休学期

間は、在籍期間に算入しないものとする。  

教育保育学部：  

（１）共通教育科目については、必修科目を含み 30 単位以上。  

（２）専門教育科目については、必修科目を含み 94 単位以上。 

国際学部：  

（１）共通教養科目については、必修科目を含み 26 単位以上。 

（２）専門教育科目については、必修科目を含み 98 単位以上。  

 

（履修） 

第 10条 所属学科以外の授業科目を履修する場合は、開講学科の許可のうえ履修すること

ができる。  

 

（履修登録） 

第 11条 学生は、毎学期の当初に履修すべき授業科目を登録しなければならない。 

 

（履修登録期間） 

第 12条 履修登録期間は、各学期開始後２週間以内とする。  
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の併用により行う場合については、前掲各号の組み合わせに応じ、別に定める時

間をもって１単位とする。  

２ 前項の規定にかかわらず、卒業論文等の授業科目の単位については、学修の成果 

を考慮して、本学において定める単位とする。  
 

第第  ３３  章章  授授業業  

 
（授業時間数）  

第 7 条 授業開講期間は、前期及び後期に、それぞれ１５週とする。  

 

（必修と選択）  

第 8 条 授業は、各授業科目を必修科目と選択科目に分け、これを各年次に配当した教育

課程により行うものとする。  

 

第第  ４４  章章  履履修修方方法法  

 
（卒業の要件及び在学年限） 

第 9条 学生は、４年以上在学し、次の各号に定めるところにより、合計 124 単位以上を

修得するものとする。 ただし、本学に在学し得る期間は８年間を限度とし、休学期

間は、在籍期間に算入しないものとする。  

教育保育学部：  

（１）共通教育科目については、必修科目を含み 30 単位以上。  

（２）専門教育科目については、必修科目を含み 94 単位以上。 

国際学部：  

（１）共通教養科目については、必修科目を含み 26 単位以上。 

（２）専門教育科目については、必修科目を含み 98 単位以上。  

 

（履修） 

第 10条 所属学科以外の授業科目を履修する場合は、開講学科の許可のうえ履修すること

ができる。  

 

（履修登録） 

第 11条 学生は、毎学期の当初に履修すべき授業科目を登録しなければならない。 

 

（履修登録期間） 

第 12条 履修登録期間は、各学期開始後２週間以内とする。  

 
第第  ５５  章章  単単位位認認定定・・成成績績 

 
（単位の修得）  

第 13条 単位は、第 15条の基準により合格と判定された場合に所定の単位を修得できる

ものとする。 

 

（単位の認定） 

第 14条 単位修得の認定は、各授業担当の教員が行い、卒業単位の認定は、教授会が行

うものとする。 

 

（合格判定基準） 

第 15条 合否判定は、次の基準による。ただし、合否の判定のみが行われる科目では、

合格の場合の評価を「認」とする。  

評定 評価 判定 

秀 100 点〜90 点 

合格 
優 89 点〜80 点 

良 79 点〜70 点 

可 69 点〜60 点 

不可 59 点〜0 点 不合格 

 

（ＧＰＡ） 

第 16条 総合的な学習到達度は、ＧＰＡ(Grade Point Average 平均的成績指数)によっ

て表す。GPAとは、各授業科目５段階の成績評価に対応して４～０のグレードポイ

ント（以下「ＧＰ」という。） を付与して算出する１単位当たりのＧＰ平均値を

いう。  

２ ＧＰは、次のとおりとする  

成績 ＧＰ 

秀 ４ 

優 ３ 

良 ２ 

可 １ 

不可 ０ 

 

３ ＧＰＡの対象科目は、100点を満点として成績評価される全ての授業科目とす

る。  
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４ 以下の科目については、GPA の対象から除く。  

（１）合格か不合格かだけを判定する授業科目  

（２）編入学又は転入学した際の単位認定科目  

（３）本学入学前に修得した単位認定科目  

（４）他大学等との単位互換等で修得した科目  

（５）その他、各学部で定めた科目  

 

（履修登録単位数の上限制度）  

第 17条 学生の適正な学修を支援に資するために、各学部において、必要に応じて、Ｇ

ＰＡに基づいた学期毎の履修単位数上限制度を制定することができるものとす

る。  

 

（履修の取り消し） 

第 18条 一度履修登録した科目であっても、受講目的が達成されないなどの理由により

履修を取り消すことができる。  

２ 履修の取り消しは、別に定める履修取り消し期間に行うことができる。 ただ

し、履修取り消し期間内に手続を行なわない場合は、当初申請した履修科目が成

績評価の対象となる。 

３ 前項の規定にかかわらず、病気・事故等やむを得ない事情による場合は、履修

取り消し期間以降においても履修を取り消すことができる。  

 

（成績の通知）  

第 19条 認定された単位及び成績は、本人に通知するものとする。  

 

（成績の記録） 

第 20条 成績は、第 15条の基準により記録する。  

 

（追試験の成績及び評価） 

第 21条 追試験の成績及び評価は、第 15条の基準による。  

 

（再試験の成績及び評価） 

第 22条 再試験の評価は、第 15条の基準にかかわらず、合格の成績を可とする。  

 

（学業指導および退学勧告） 

第 23条 前期または後期の成績評価が決定した時点で、当該学期のＧＰＡが 1.0 未満の

場合は、担当教員による面接及び指導を行う。  
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４ 以下の科目については、GPA の対象から除く。  

（１）合格か不合格かだけを判定する授業科目  

（２）編入学又は転入学した際の単位認定科目  

（３）本学入学前に修得した単位認定科目  

（４）他大学等との単位互換等で修得した科目  

（５）その他、各学部で定めた科目  

 

（履修登録単位数の上限制度）  

第 17条 学生の適正な学修を支援に資するために、各学部において、必要に応じて、Ｇ

ＰＡに基づいた学期毎の履修単位数上限制度を制定することができるものとす

る。  

 

（履修の取り消し） 

第 18条 一度履修登録した科目であっても、受講目的が達成されないなどの理由により

履修を取り消すことができる。  

２ 履修の取り消しは、別に定める履修取り消し期間に行うことができる。 ただ

し、履修取り消し期間内に手続を行なわない場合は、当初申請した履修科目が成

績評価の対象となる。 

３ 前項の規定にかかわらず、病気・事故等やむを得ない事情による場合は、履修

取り消し期間以降においても履修を取り消すことができる。  

 

（成績の通知）  

第 19条 認定された単位及び成績は、本人に通知するものとする。  

 

（成績の記録） 

第 20条 成績は、第 15条の基準により記録する。  

 

（追試験の成績及び評価） 

第 21条 追試験の成績及び評価は、第 15条の基準による。  

 

（再試験の成績及び評価） 

第 22条 再試験の評価は、第 15条の基準にかかわらず、合格の成績を可とする。  

 

（学業指導および退学勧告） 

第 23条 前期または後期の成績評価が決定した時点で、当該学期のＧＰＡが 1.0 未満の

場合は、担当教員による面接及び指導を行う。  

２ ＧＰＡが２期連続して 1.0 未満の場合は、保証人に通知するとともに、担当教

員が当該学生に 対する面接及び指導を行う。  

３ ＧＰＡが３期連続して 1.0 未満の場合は、学部長及び学科長が面接を行う。学

部長は、面接結 果を記した書面を学長に提出するものとする。  

４ 学長は、前項の学生について、教授会の意見を聞き、必要と判断した場合は退学

勧告を行う。  
 

第第  ６６  章章  試試験験  

  

（試験の実施時期） 

第 24条 試験は、当該科目の全ての授業が終了した後に行うものとする。 試験期間は、

大学暦に定めるものとする。  

 

（試験の方法） 

第 25条 試験の方法は、筆記、レポート、実技その他によるものとする。 

 

（受験資格） 

第 26条 次の各号の一に該当する場合は、受験資格を失う。  

（１）該当授業科目の欠課が授業時間数の 3 分の 1 を超えたとき  

（２）学納金が未納のとき  

（３）当該授業科目の履修登録がされていないとき 

 

（定期試験） 

第 27条 試験は、次の各号により行う。  

（１）試験時間は、原則として一授業科目 60分とする。 

（２）試験開始後 20 分を経過した入室は認めない。  

（３）試験開始後 30 分を経過するまで退室を認めない。  

（４）受験生は、学生証を所持しなければならない。  

 

（追試験） 

第 28条 試験当日、次に掲げる事由により受験が不可能になった者は、願い出により、

追試験を受けることができる。  

（１）天災地変で当日出校不可能になったとき  

（２）疾病のために受験が不可能となり、事前に届け出たとき  

（３）就職試験のため受験が不可能となり、事前に届け出たとき  

（４）その他学長が認めたとき  
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（再試験） 

第 29条 試験において、不合格と判断された授業科目がある場合は、願い出により、再 

試験を受けることができる。 ただし、試験において不正行為をした者又は答案を

提出せず試験を放棄した者は、再試験を受けられない。 

 

（追・再試験の実施） 

第 30条 追試験及び再試験は、大学が指定する日時及び方法により、1 回に限り実施す

るものとする。  

 

（不正行為） 

第 31条 試験中に不正行為を行った者は、教授会の議を経て措置するものとする。  

 

（委任） 

第 32条 この規程の運用に関して必要な細目は、別に定める。  

 

附則 

この規程は、平成10年４月１日から施行する。 

この規程は、平成11年４月１日から施行する。 

この規程は、平成14年４月１日から施行する。 

この規程は、平成20年４月１日から施行する。 

この規程は、平成21年４月１日から施行する。 

この規程は、平成21年度入学者から適用し、現に在学する学生は、従前の規程を適用す

る。 

この規程は、平成24年４月１日から施行する。 

この規程は、平成28年４月１日から施行する。 

この規程は、平成29年４月１日から施行する。平成28年度４月入学者についてもこの規程

を適用する。 

この改定規程（学部名の変更）は、令和６年４月１日から施行する。なお、学芸学部に在 

籍する学生については従前の規程による。 

この改定規程（学部名の変更）は、令和７年４月１日から施行する。なお、学部名の変更

は、令和７年度以降当該の学部に在籍する全ての学生に適用するものとする。 

この改定規程（履修規程の整備）は、令和７年４月１日から施行する。 

この規程は、平成31年４月１日から施行し、第23条は平成31年度入学者から適用する。 
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（再試験） 

第 29条 試験において、不合格と判断された授業科目がある場合は、願い出により、再 

試験を受けることができる。 ただし、試験において不正行為をした者又は答案を

提出せず試験を放棄した者は、再試験を受けられない。 

 

（追・再試験の実施） 

第 30条 追試験及び再試験は、大学が指定する日時及び方法により、1 回に限り実施す

るものとする。  

 

（不正行為） 

第 31条 試験中に不正行為を行った者は、教授会の議を経て措置するものとする。  

 

（委任） 

第 32条 この規程の運用に関して必要な細目は、別に定める。  

 

附則 

この規程は、平成10年４月１日から施行する。 

この規程は、平成11年４月１日から施行する。 

この規程は、平成14年４月１日から施行する。 

この規程は、平成20年４月１日から施行する。 

この規程は、平成21年４月１日から施行する。 

この規程は、平成21年度入学者から適用し、現に在学する学生は、従前の規程を適用す

る。 

この規程は、平成24年４月１日から施行する。 

この規程は、平成28年４月１日から施行する。 

この規程は、平成29年４月１日から施行する。平成28年度４月入学者についてもこの規程

を適用する。 

この改定規程（学部名の変更）は、令和６年４月１日から施行する。なお、学芸学部に在 

籍する学生については従前の規程による。 

この改定規程（学部名の変更）は、令和７年４月１日から施行する。なお、学部名の変更

は、令和７年度以降当該の学部に在籍する全ての学生に適用するものとする。 

この改定規程（履修規程の整備）は、令和７年４月１日から施行する。 

この規程は、平成31年４月１日から施行し、第23条は平成31年度入学者から適用する。 

桜桜花花学学園園大大学学教教育育保保育育学学部部  GGPPAA 制制度度おおよよびび履履修修登登録録単単位位数数のの上上限限制制度度にに関関すするる細細則則  

 

（目的） 

第 1条 この細則は、桜花学園大学履修規程（第 17 条〜18 条）に従い、桜花学園大学教育保育学   

部（以下「本学部」）におけるグレードポイントアベレージ（以下「GPA」という。）に

基づく履修登録単位数上限制度について必要な事項を定め、学生の学習意欲を高めると

ともに、厳格な成績評価と学生支援に資することを目的とする。 

 

（定義） 

第 2条 「GPA」とは、各授業科目 5段階の成績評価に対応して 4 ～ 0 のグレードポイント           

  （以下「GP」という。）を付与して算出する１単位当たりのＧＰ平均値をいう。 

 2 GPA 対象授業科目は、次の各号に掲げる授業科目とする。 

   (1)100 点を満点として成績評価されるすべての授業科目 

   (2)本学部在学中に、他の学部及び大学において履修した授業科目又は外国の大学（短期大 

    学を含む。）において学修した成果・履修した授業科目であって、本学における授業科 

    目の履修により修得したものとみなされた授業科目であり、かつ第 1号の要件を満たす 

    授業科目 

 3 成績評価が点数によらない以下の科目及び未入力又は保留の授業科目については、GPA の対 

    象から除く。 

   (1)合格か不合格かだけを判定する授業科目 

   (2)編入学又は転入学した際の単位認定科目 

   (3)本学入学前に修得した単位認定科目 

   (4)他大学等との単位互換等で修得した科目 

   (5)第 5 条に定める履修登録取消期間中に取り消した科目 

 

（成績評価および GP） 

第 3 条 教育保育学部の定める成績評価並びに GP は、次のとおりとする。 

 

成績 GP 

秀（AA) 4 

優（A) 3 

良（B） 2 

可（C） 1 

不可(F) 0 

取消(W) GP 対象外 

 

（GPA の種類及び計算方法） 

第 4条 GPA は、当該学期に履修した第 2条第 2項各号に定める GPA 対象科目について、学期 GPA 

     及び通算 GPA に区分し、各区分の定める方法により計算するものとし、計算値は小数点以下 

     第 2位を四捨五入して表記するものとする。 

   (1) 学期 GPA＝(当該授業科目の GP×当該学期に履修登録した授業科目の単位数)の合計 

／当該学期の成績評価を受けた授業科目の単位数の合計 

(2) 通算 GPA ＝(入学時からの当該授業科目の GP×履修登録した授業科目の単位数)の合計 

          ／入学時から成績評価を受けた授業科目の単位数の合計 
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（履修の取り消し） 

第 5条 一度履修登録した科目であっても、受講目的が達成されないなどの理由により履修を取 

  り消すことができる。 

 2 履修の取り消しは、各学期の授業開始後 6週目の期間に行うことができる。ただし、履修取 

り消し期間内に手続を行なわない場合は、当初申請した履修科目が成績評価の対象となる。 

 3 前項の規定にかかわらず、病気・事故等やむを得ない事情による場合は、履修取り消し期 

  間以降においても履修を取り消すことができる。 

 

（履修登録単位数の上限） 

第 6条 本学部の学生が、各学期に履修登録できる単位数は、基礎教育科目と専門教育科目との 

 合計単位数で、標準履修単位数上限を 30単位とし、前学期の GPAに基づいて、次のとおり 

   とする。 

  (1) 前学期の学期 GPAが 3.0以上の場合の上限単位数は 34 

    (2) 前学期の学期 GPAが 2.5〜2.9の場合の上限単位数は 32 

    (3) 前学期の学期 GPAが 1.5〜2.4の場合の上限単位数は 30 

    (4) 前学期の学期 GPAが 1.5未満の場合の上限単位数は 26 

    (5) 新入学生、編入学生、再入学生の上限単位数は 30 

 2 卒業研究、学外実習科目、集中講義科目は履修登録上限制限に含まない。 

 

（再履修等における授業科目の取扱い） 

第 7条 不合格（F）と判定され、後に再履修等によって合格となった場合は、新たな学習成績を 

   その科目の成績とする。 

 

（GPAの開示） 

第 8条 GPAの学生への開示は、学期 GPA及び通算 GPAとする。 

 

（GPAデータの提供及び活用） 

第 9 条 本学職員が、教育活動の改善等を目的として GPA データの提供を希望する場合は、本学

部長に申し出るものとする。 

 2 本学部長は、前項の申請理由が適当であると判断したときは、GPAに係る各種資料を提供す 

     るものとする。 

 

 

 

 附記 

この細則は、平成 25年度入学者から適用する。平成 24 年 4 月入学者については、平成 24 年 4

月 1日からＧＰＡ制度を適用し、平成 25年 4月 1日から履修登録単位数の上限制度を適用する。 
 

この改定細則（学部名の変更）は、令和７年４月１日から施行する。なお、学部名の変更は、令和

７年度以降当該の学部に在籍する全ての学生に適用するものとする。 
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桜桜花花学学園園大大学学国国際際学学部部    GGPPAA制制度度おおよよびび履履修修登登録録単単位位数数のの上上限限制制度度にに関関すするる要要項項  

 

（目的） 

第1条 この要項は、桜花学園大学履修規程（第16条〜17条）に従い、桜花学園大学国際

学部（以下「本学部」）におけるグレードポイント（以下「GPA」という。）に基

づく履修登録単位数上限制度について必要な事項を定め、学生の学習意欲を高める

とともに、厳格な成績評価と学生支援に資することを目的とする。 

 

（定義） 

第2条  「GPA」とは、各授業科目5段階の成績評価に対応して4～0のグレードポイント 

（以下「GP」という。）を付与して算出する１単位当たりのGP平均値をいう。 

２ GPA対象授業科目は、次の各号に掲げる授業科目とする。 

（1）100点を満点として成績評価されるすべての授業科目 

（2）本学部在学中に、他の学部及び大学において履修した授業科目又は外国の大

学（短期大学を含む。）において学修した成果・履修した授業科目であって、

本学における授業科目の履修により修得したものとみなされた授業科目であ

り、かつ第1号の要件を満たす授業科目 

３ 成績評価が点数によらない以下の科目及び未入力又は保留の授業科目については、

GPAの対象から除く。 

（1）合格か不合格かだけを判定する授業科目 

（2）編入学又は転入学した際の単位認定科目 

（3）本学入学前に修得した単位認定科目 

（4）他大学等との単位互換等で修得した科目 

（5）第5条に定める履修登録取消期間中に取り消した科目 

（6）自由科目 

（7）必修の研修科目を除く学外実習・研修科目 

（8）未入力又は保留の授業 

４ 教育実習、教育実習指導、教職実践演習の履修を希望する場合においての自由科目

の取り扱いについては、本学部教職免許取得に関わる教育実習等の履修に関する規則

に従う。 

 

（成績評価およびGP） 

第3条 国際学部の定める成績評価並びにGPは、次のとおりとする。 

成績 GP 

秀（AA） 4 

優（A） 3 
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良（B） 2 

可（C） 1 

不可（F） 0 

取消（W） GP対象外 

 

（GPAの種類及び計算方法） 

第4条 GPAは、当該学期に履修した第2条第2項各号に定めるGPA対象科目について、学期

GPA及び通算GPAに区分し、各区分の定める方法により計算するものとし、計算値は

小数点以下第2位を四捨五入して表記するものとする。 

（1）学期GPAは、当該学期の授業科目ごとに得たGPに当該授業科目の単位数を乗

じる計算を、当該学期に成績評価を受けた授業科目分行い、その合計を当該

学期に成績評価を受けた授業科目単位数の合計で除して算出する。 

学期GPA＝（当該授業科目のGP×当該学期に履修登録した授業科目の単位

数）の合計／当該学期の成績評価を受けた授業科目の単位数の

合計 

（2）通算GPAは、入学時から当該学期までの授業科目ごとに得たGPに、当該授業

科目の単位数を乗じる計算を、入学時から当該期までに成績評価を受けた授

業科目分行い、その合計を入学時からの当該学期までに成績評価を受けた授

業科目の単位数の合計で除して算出する。 

通算GPA＝（入学時からの当該授業科目のGP×履修登録した授業科目の単

位数）の合計／入学時から成績評価を受けた授業科目の単位数

の合計 

 

（履修の取り消し） 

第5条 一度履修登録した科目であっても、受講目的が達成されないなどの理由により履

修を取り消すことができる。 

２ 履修の取り消しは、別に定める履修取り消し期間に行うことができる。ただし、履

修取り消し期間内に手続を行なわない場合は、当初申請した履修科目が成績評価の

対象となる。 

３ 前項の規定にかかわらず、病気・事故等やむを得ない事情による場合は、履修取り

消し期間以降においても履修を取り消すことができる。 

 

（履修登録単位数の上限） 

第6条 本学部の学生が、各学期に履修登録できる本学部の単位数は、共通教育科目と専

門教育科目の合計単位数で、標準履修単位数上限を20単位とし、前学期のGPAに基

づいて、次のとおりとする。 
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良（B） 2 

可（C） 1 

不可（F） 0 

取消（W） GP対象外 

 

（GPAの種類及び計算方法） 

第4条 GPAは、当該学期に履修した第2条第2項各号に定めるGPA対象科目について、学期

GPA及び通算GPAに区分し、各区分の定める方法により計算するものとし、計算値は

小数点以下第2位を四捨五入して表記するものとする。 

（1）学期GPAは、当該学期の授業科目ごとに得たGPに当該授業科目の単位数を乗

じる計算を、当該学期に成績評価を受けた授業科目分行い、その合計を当該

学期に成績評価を受けた授業科目単位数の合計で除して算出する。 

学期GPA＝（当該授業科目のGP×当該学期に履修登録した授業科目の単位

数）の合計／当該学期の成績評価を受けた授業科目の単位数の

合計 

（2）通算GPAは、入学時から当該学期までの授業科目ごとに得たGPに、当該授業

科目の単位数を乗じる計算を、入学時から当該期までに成績評価を受けた授

業科目分行い、その合計を入学時からの当該学期までに成績評価を受けた授

業科目の単位数の合計で除して算出する。 

通算GPA＝（入学時からの当該授業科目のGP×履修登録した授業科目の単

位数）の合計／入学時から成績評価を受けた授業科目の単位数

の合計 

 

（履修の取り消し） 

第5条 一度履修登録した科目であっても、受講目的が達成されないなどの理由により履

修を取り消すことができる。 

２ 履修の取り消しは、別に定める履修取り消し期間に行うことができる。ただし、履

修取り消し期間内に手続を行なわない場合は、当初申請した履修科目が成績評価の

対象となる。 

３ 前項の規定にかかわらず、病気・事故等やむを得ない事情による場合は、履修取り

消し期間以降においても履修を取り消すことができる。 

 

（履修登録単位数の上限） 

第6条 本学部の学生が、各学期に履修登録できる本学部の単位数は、共通教育科目と専

門教育科目の合計単位数で、標準履修単位数上限を20単位とし、前学期のGPAに基

づいて、次のとおりとする。 

（1）前学期の学期GPAが3.5以上の場合の上限単位数は24 

（2）前学期の学期GPAが3.0〜3.4の場合の上限単位数は22 

（3）前学期の学期GPAが2.9以下の場合の上限単位数は20 

（4）新入学生、編入学生、再入学生の上限単位数は20 

２ 2年前期終了時点における通算GPAが2.4以下の学生については、学修状況の改善を 

目的として、本学部が定める学修支援プログラムに参加することができる。 

３ 3年前期終了時点における通算GPAが2.0未満の場合は、第1項の規定にかかわらず、 

当該学生の履修登録上限単位数を16単位とする。ただし、学修状況の改善が認めら

れた場合は、次学期以降、第1項を適用する。 

４ 自由科目（教職科目）、学外実習科目及び集中講義科目は、前各項に定める履修登 

録単位数の上限には含めない。 

 

（再履修等における授業科目の取扱い） 

第7条 不合格（F）と評価され、後に再履修等によって合格となった場合は、新たな学習

成績をその科目の成績とする。 

 

（GPAの開示） 

第8条 GPAの学生及び保護者への開示は、学期GPA及び通算GPAとする。 

 

（GPAデータの提供及び活用） 

第9条 本学職員が、教育活動の改善等を目的として行なう調査研究等においてGPAデータ

の提供を希望する場合は、別紙申請書により、本学部長に申請するものとする。 

２ 本学部長は、前項の申請理由が適当であると判断したときは、GPAに係る各種資料

を提供するものとする。 

 

（経過措置） 

第10条 平成24年3月31日において現に在籍する者の履修登録単位数の上限の取扱いにつ

いては、当該年次在籍者に適用されている履修登録単位数の上限制度を適用する。 

 

附記 

この要項は、平成２４年４月１日から実施する。 

この要項は、平成２９年４月１日から実施する。 

この改定要項（学部名の変更）は、令和６年４月１日から施行する。なお、学芸学部に在

籍する学生については従前の要項による。 

この改定要項は、令和8年4月1日から施行し、同日現在在籍する学生にも適用する。 
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桜桜花花学学園園大大学学教教育育保保育育学学部部    
教教職職課課程程おおよよびび指指定定保保育育士士養養成成施施設設のの指指定定及及びび運運営営のの基基準準にに定定めめるる教教育育課課程程のの履履修修にに関関すするる細細則則  

  
（準拠）  
第１条 この細則は、桜花学園大学履修規程第３条（教職課程）に定める教職課程、及び第４条（保育士

資格）に定める指定保育士養成施設指定基準に定める教育課程の履修に関し、必要な事項を定め

る。  
  
（定義）  
第２条 この細則において、実習とは、教育職員免許法施行規則に定める教育実習Ⅰ、教育実習Ⅱ、教育

実習Ⅲ、教育実習Ⅳ、学校インターンシップ、介護等の体験、児童福祉法施行規則及び指定保育士

養成施設の指定及び運営の基準 に定める保育実習Ⅰ、保育実習Ⅱ、保育実習Ⅲをいう。     
２ この細則において実習指導とは、教育職員免許法施行規則に定める教育実習指導Ⅰ、教育実習指導
Ⅱ、教育実習指導Ⅲ、教育実習指導Ⅳ、学校インターンシップ指導、児童福祉法施行規則及び指定

保育士養成施設の指定及び運営の基準に定める保育実習指導Ⅰ、保育実習指導Ⅱ、保育実習指導Ⅲ

をいう。   
  
（実習の実施）  
第３条 実習は、各学年に配当されている実習を、教育保育学部の各学科の教育課程表に示されるとおり

に行い、原則として、配当学年が異なる実習を同一年度に併せて履修することはできない。  
  
（実習の履修資格）  
第４条 以下の場合は、原則として、実習の履修を認めない。  
（１） 実習指導（事前指導）につき、正当な理由がなく、無断で欠席又は遅刻をした場合。  
（２） 実習に必要な書類を所定の期日までに提出しなかった場合。  
（３） 実習先の児童及び利用者の安全確保等の見地から、実習に耐えうる健康状態にないと判断さ
れる場合。なお、健康状態の判断に際しては、医師の診断書を求めることがある。  

２ 第１項（１）（２）に該当する場合において、その後の実習指導（事前指導）の出席状況、実習に必
要な書類の提出状況につき改善したと判断される場合には、実習委員会で審議した上で、実習の履

修を認める場合がある。  
  
（実習辞退）  
第５条 履修登録後に実習の辞退を希望する学生は、別紙の「実習辞退届」を提出するものとする。ただ

し、実習施設に対する「誓約書」を大学事務局に提出した以後は、辞退を認めないこととする。  
  
（追実習）  
第６条 やむを得ない事由により実習を途中で棄権した学生、及び次条の事由により実習の引き上げ等 

の対象となった学生が、当該年度中に改めて実習を行うこと（以下これを「追実習」という。）を
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希望する場合は、別紙の「追実習願」を提出するものとする。 
 ２ 追実習の実施の可否は、実習委員会で審議した上で、教務委員会で決定するものとする。  

  
 （実習の引き上げ） 
第７条 実習の引き上げは次の場合に行う。 

 （１） 実習先の児童及び利用者の安全確保の見地から、実習に耐えうる健康状態にないと判断される
場合。  

（２） 実習につき、正当な理由がなく、無断で欠席又は遅刻した場合。  
（３） 実習に臨むにあたって相応しくない服装、髪（色、型）、態度を改めない場合  
（４） その他実習先の業務に重大な支障を及ぼしている場合  

  
（再実習）  
第８条 実習について「不可」の判定を受けた学生が、再度の実習（以下これを「再実習」という。）を希

望する場合は、別紙の「再実習願」を提出するものとする。  
２ 再実習の実施の可否は、実習委員会で審議した上で、教務委員会で決定するものとする。    
３ 再実習の実施は、原則として、当該実習に対応する実習指導を受講することを要件とする。実習指
導の単位の認定を受けている場合についても同様とする。  

  
（実習の単位の認定）  
第９条 実習の終了後において、次のいずれかに該当する学生については、原則として、当該実習の単位

修得を認めない。  
（１） 実習日誌及びレポート等の提出物を定められた期間内に提出できなかった場合 

 （２） 実習終了後に実施する実習指導（事後指導）につき、正当な理由がなく、無断で欠席又は遅
刻をした場合。  

（３） 実習の指導担当教員が必要に応じて行う個別指導につき、正当な理由がなく、無断で欠席又
は遅刻をした場合。  

  
附則  
この細則は平成２８年４月１日より施行する。 
この細則は平成３１年４月１日より施行する。 
この改定細則（学部名の変更）は、令和７年４月１日から施行する。なお、学部名の変更は、令和７年

度以降当該の学部に在籍する全ての学生に適用するものとする。 

この改定細則（実習名の変更）は、令和７年４月１日から施行する。 
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桜桜花花学学園園大大学学国国際際学学部部  教教職職免免許許取取得得にに関関わわるる教教育育実実習習等等のの履履修修にに関関すするる規規則則  

 

（目的）  

第１条 この要項は、桜花学園大学国際学部（以下「本学部」）の中学校・高等学校１種免

許状（英語）取得に必要な実習科目等の履修について必要事項を定め、学生の教員免

許状取得に対する学修意欲を高めるとともに、学生支援に資することを目的とする。  

 

（対象科目）  

第２条 この規則に定める対象授業科目を、つぎの授業科目とする。 

 (1) 教育実習 I  

(2) 教育実習 II 

 (3) 教育実習指導  

(4) 教職実践演習Ⅰ（中・高）、教職実践演習Ⅱ（中・高） 

 

 （履修条件）  

第３条 第２条に掲げる科目を履修しようとする者は、次の各号の条件を満たさなければ

ならない。  

１. 学則で定める教職に関する科目（中、高一種免）を履修済み、又は履修中であ

ること  

２. 教科に関する科目及び教育職員免許法施行規則第６６条の６に定める科目を

履修済み、また は履修中であること  

３. 教育委員会等に教育実習を申請するまでに修得した総合教養科目及び専門科

目の全履修科目 通算 GPA 及び教職に関する科目の通算 GPA のいずれもが 

2.8 以上であること  

 

 

（経過措置）  

第４条 平成２４年３月３１日において現に在籍する者に対しては、平成２１年度の履修

条件を適用する。 

 

附則  

この細則は平成２４年４月１日より実施する。 

この改定規則（学部名の変更）は、令和６年４月１日から施行する。なお、学芸学部に在 

籍する学生については従前の規則による。 
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桜桜花花学学園園大大学学国国際際学学部部  教教職職免免許許取取得得にに関関わわるる教教育育実実習習等等のの履履修修にに関関すするる規規則則  

 

（目的）  

第１条 この要項は、桜花学園大学国際学部（以下「本学部」）の中学校・高等学校１種免

許状（英語）取得に必要な実習科目等の履修について必要事項を定め、学生の教員免

許状取得に対する学修意欲を高めるとともに、学生支援に資することを目的とする。  

 

（対象科目）  

第２条 この規則に定める対象授業科目を、つぎの授業科目とする。 

 (1) 教育実習 I  

(2) 教育実習 II 

 (3) 教育実習指導  

(4) 教職実践演習Ⅰ（中・高）、教職実践演習Ⅱ（中・高） 

 

 （履修条件）  

第３条 第２条に掲げる科目を履修しようとする者は、次の各号の条件を満たさなければ

ならない。  

１. 学則で定める教職に関する科目（中、高一種免）を履修済み、又は履修中であ

ること  

２. 教科に関する科目及び教育職員免許法施行規則第６６条の６に定める科目を

履修済み、また は履修中であること  

３. 教育委員会等に教育実習を申請するまでに修得した総合教養科目及び専門科

目の全履修科目 通算 GPA 及び教職に関する科目の通算 GPA のいずれもが 

2.8 以上であること  

 

 

（経過措置）  

第４条 平成２４年３月３１日において現に在籍する者に対しては、平成２１年度の履修

条件を適用する。 

 

附則  

この細則は平成２４年４月１日より実施する。 

この改定規則（学部名の変更）は、令和６年４月１日から施行する。なお、学芸学部に在 

籍する学生については従前の規則による。 

桜花学園大学 海外留学規程 

 

（準 拠） 

第1条 この規程は、桜花学園大学学則（以下「学則」という。）第２０条第２項に基づき、桜花学園大

学（以下「本学」という。）の学生の海外留学（以下「留学」という。）に関し、必要な事項を

定める。 

 

（定 義） 

第2条 この規程における留学とは、外国の大学またはこれに相当する高等教育機関が開講する科目を、

本邦以外で履修することをいう。 

 

（区 分） 

第3条 この規程における海外留学生（以下「留学生」という。）とは、次の各号のいずれかに該当する

者をいう。 

(1) 交換留学生：本学と交換留学協定を締結している海外の大学へ、本学の許可を得て留学する    

者 

(2) 協定留学生：本学と協定を締結している外国の大学等へ、本学の許可を得て留学する者 

(3) 認定留学生：本学が認定する前号以外の外国の大学等へ、本学の許可を得て留学する者 

（4）ダブル・ディグリー留学生：本学とダブル・ディグリー協定を締結している外国の大学等

へ、本学の許可を得て留学する者 

 

２ 前項各号の留学に関する事項は、別に定める。 

 

（留学期間） 

第4条 交換留学、認定留学、協定留学の期間は、原則として６ヵ月（１学期）または１年（２学期）と 

する。 

  ２ ダブル・ディグリー留学の期間は、原則として２年とする。 

 

（出願資格） 

第5条 留学を希望する者は、次の各号を満たさなければならない。 

(1) 本学に１年以上在学し、留学する前までに原則として３０単位以上を修得していること。ただ
し、ダブル・ディグリー留学に出願する者は、留学する前までに原則として６２単位以上を修

得していること。 

(2) 留学目的及び留学計画が適切であること。 

(3) 学業成績が優秀であること。 

(4) 留学するに十分な外国語能力を有すること。 

(5) 心身共に健康であること。 

(6) 留学する大学の入学許可書を有すること。 

(7) 留学にあたり、保証人の承諾を得ていること。 
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（出願手続） 

第6条 留学を希望する者は、所定の「海外留学許可願」に次の書類を添えて、学長に願い出るものとす

る。 

(1) 所属する学科が発行する推薦書及び成績証明書 

(2) 保証人の同意書 

(3) その他本学が指定する書類 

 

（留学許可） 

第7条 留学は、教授会の議を経て、学長が許可する。 

 

（学 籍） 

第8条 留学期間中の学籍は、「留学」とする。 

 

（修業年限及び在学年限への算入） 

第9条 第３条（１）、（２）、（３）の留学期間は１年を限度に、修業年限に算入する。 

２ 第３条（１）、（２）、（３）の留学期間は２年を限度に、在学年限に算入する。 

３ 第３条（４）の留学期間は、２年を限度に、修業年限に参入する。 

４ 第３条（４）の留学期間は、３年を限度に、在学年限に参入する。 

 

（留学中に修得した単位の認定） 

第10条 留学期間中に修得した授業科目の単位のうち本学が教育上有益と認めるときは、学則第34条第

３項に定めるところにより、本学における授業科目の履修とみなすことができる。 

２ 単位の認定に関する事項は、別に定める。 

３ 単位の認定は、帰国後に本人の申請に基づき、教授会の議を経て行う。 

 

（留学期間の延長） 

第11条 第４条に定める留学期間は、１年を限度としてその期間を延長することができる。なお、延長

した場合の留学期間中は、休学扱いとする。 

２ 留学期間の延長を希望する留学生は、原則として留学期間終了の３ヵ月前までに留学期間延 

長願を学長へ提出しなければならない。 

３ 留学期間の延長は、教授会の議を経て、学長が許可する。 

 

（留学の取消・中止） 

第12条 留学生が次の各号のいずれかに該当した場合は、学長は留学許可の取消または中止を決定す

る。 

(1) 留学の査証が認められない場合 

(2) 病気その他やむを得ない事由が発生した場合 
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(3) 学業成績不良で、成業の見込みがない場合 

(4) 本学及び留学先機関の規則に違反し、または学生としての本分に著しく反した場合 

    

 

（留学終了手続） 

第13条 留学生は、留学期間を終了したときは、留学終了届、留学報告書、留学先の大学等が交付する

修了証明書またはそれに準ずる証明書及び本学が指定するその他の書類を学長へ提出しなけれ

ばならない。 

 

（本学の学費） 

第14条 留学生として認定され、海外留学する場合の本学への学納金を次のように定める。 

(1) 交換留学協定に基づき留学する場合、本学へ学納金等を納付するものとする。 

(2) 協定留学生及び認定留学生の場合、授業料及び教育充実費については学則に定める額の半額

とし、演習教材費については免除する。 

   （3）ダブル・ディグリー留学協定に基づき留学する場合は、協定学間との取り決めによって別に

定める。 

    ２ その他、特別な協定を締結している場合は、この限りではない。 

 

（留学先の学費） 

第15条 留学生として認定された者の留学先の学費については次のように定める。 

（1）交換留学生の留学先の学費は免除とする。 

（2）協定留学生の留学先の学費は留学生が支払うものとする。 

 （3）ダブル・ディグリー留学協定に基づき留学する場合は、協定大学との取り決めによって別に

定める。 

２ その他、特別な協定を締結している場合は、この限りではない。 

 

（その他） 

第16条 その他海外留学の運用に関して必要な事項は別に定める。 

 

（改 廃） 

第17条 この規程の改廃は、教授会の議を経て行う。 

 

附 則 

１．この規程は、平成22年３月１日から施行する。 

（経過措置） 

２．この規程の施行の際、現に留学の許可を得て外国の大学で学修している学生についても、この規程

を適用する。 
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１．この規程は、平成２３年３月１日から施行する。 

 

（経過措置） 

２．この規程の施行の際、現に留学の許可を得て外国の大学で学修している学生についても、この規程

を適用する。 

 

この規程は、平成３１年４月１日から施行する。 

この改定規程（学部名の変更）は、令和６年４月１日から施行する。なお、学芸学部に在籍する学生に

ついては従前の規則による。 
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桜桜花花学学園園大大学学国国際際学学部部海海外外留留学学にに関関すするる規規則則  

（準拠） 

第1条 この規則は、桜花学園大学海外留学規程に基づき、国際学部(以下「本学部」という。)の学生の

海外留学に関し必要な事項を定める。  

 

(留学の所管委員会)  

第2条 本学部学生の海外留学に関する取扱いは、本学部教務委員会(以下「教務委員会」という。)が所

管する。   

２ 教務委員会は、次の事項を審議し、その結果を本学部教授会(以下「教授会」という。)に付議す

るものとする。 

 (1)留学の適否に関すること。  

 (2)単位認定に関すること。  

 (3)その他留学に関すること。 

 

 (出願資格)   

第3条 留学を出願することができる者は、桜花学園大学に 1年以上在学し、かつ、30 単位以上の科目の

単位を修得した学生とする。ただし、在学期間が 1年に満たない学生であっても、後期試験終了

後の留学を希望する学生は、出願を認めることがある。  

 

  ２ 桜花学園大学海外留学規程第 5 条に定める出願資格において、交換留学の出願を認める学業成

績の基準は、留学前までの全学期の平均 GPA3.0 以上、または、留学先の学修言語に合わせて TOEIC 

スコア 600 点以上、TOPIK4 級以上、HSK4 級以上のいずれかを満たすこと。   

 

３ 桜花学園大学海外留学規程第 5条に定める出願資格において、協定留学あるいは認定留学の出願

を認める学業成績の基準は、留学前までの全学期の平均 GPA2.8 以上、または、留学先の学修言語

に合わせて TOEIC スコア 450 点以上、TOPIK3 級以上、HSK3 級以上のいずれかを満たすこと。 

 

  ４ ダブル・ディグリー留学に関する事項は、ダブル・ディグリー留学規則による。 

 

(出願書類)  

第 4 条 留学を希望する学生は、海外留学規程第 6 条に定める書類に加え、次の書類を国際学部長(以下

「学部長」という。)に提出しなければならない。 ただし、ダブル・ディグリー留学に関する事項は、

ダブル・ディグリー留学規則による。 

(1) 海外留学許可願 

(2) 留学先大学等の受入許可書   

(3) 留学先大学等での学修計画書   

(4) 健康診断書   

２ 前項に定める書類は、出国の日から 2カ月前までに、学部長に提出しなければならない。   

３ 学部長は、前項の書類が整わない場合において、特別の事情が認められると判断したときは、教授 

会の承認を経て、留学の仮承認を学長に求めることができる。この場合において、仮承認を受けた学

生は、出国の日から 2カ月以内に不足書類を提出しなければならない。    

４ 前項の不足書類の提出を受けた学部長は、学長に留学の許可を求めるものとする。この場合におい

て、留学許可の日付は、仮承認の日とする。 

 

 (留学指導)  

第4条 留学を希望する学生は、留学願を提出する前に、本学部留学委員会から、留学先大学等で履修す 

べき授業科目その他留学に関する事項につき指導を受けなければならない。  
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 (留学期間の始期及び終期) 

 第 6条 留学期間の始期は 4月 1日又は 10月 1日、終期は 9月 30 日又は 3月 31 日とする。ただし、こ

れらの日付の前後に出国又は帰国をした場合は、これをいずれかの日付に読み替えるものとす

る。  

 

 (留学期間延長の出願書類) 

 第 7 条 留学期間を延長する場合は、原則として留学期間終了の 3 カ月前までに次の書類を学部長に提

出しなければならない。 

    (1)留学期間延長願 

     (2)留学先大学等が発行する延長後の聴講許可書又はこれに代わる書類  

    (3)留学期間延長後の学修計画書 (留学の中止)  

２ ダブル・ディグリー留学に関する事項は、ダブル・ディグリー留学規則による。 

 

（留学の中止） 

 第 8 条 留学した学生が病気その他やむを得ない理由により学修を続けることができないときは、留学

の中止を学部長に願い出なければならない。 

 

 (修得した授業科目等の認定)   

第 9 条 留学先大学等で修得した授業科目等については、学生の願い出に基づき、授業科目の開設目的に

かなう場合に限り、教授会が認定するものとする。この場合において、留学先大学等で修得した授

業科目等が本学部授業科目と同等又は同等以上の内容であると判断される場合に、履修した内容

により本学部授業科目に読み替えた上、第 13 条に規定する換算基準により単位を認定するものと

する。  

２ 留学先大学等で修得した授業科目等の認定を希望する学生は、次の書類を学部長に提出しなければ 

ならない。 

  (1)単位認定願  

   (2)留学先大学等で修得した授業科目等の内容及び履修時間数がわかる書類   

(3)留学先大学等で修得した授業科目等の成績表  

   (4)留学先大学等で修得した授業科目等の講義ノートその他審査に有益な書類  

３ 認定した授業科目の成績評価の表示は、「T」とする。   

４ 授業科目及び単位は、帰国年度において 30 単位を上限にこれを認め、桜花学園大学学則第 30 条 3 

項に定める他大学等において修得した単位等の認定による単位数と合わせ、60 単位を限度として卒

業に必要な単位数に算入することができる。  

５ ダブル・ディグリー留学における授業科目等の認定は、ダブル・ディグリー留学規則による。 

 

  (単位認定の特例措置)  

第 10 条 単位認定に当たっては、次に掲げる取扱いを行うことができる。       

(1)複数の修得した授業科目及び単位を合算して、本学部の一つの授業科目及び単位として認定する

こと。     

   (2)修得した一つの授業科目及び単位を、本学部の複数の授業科目及び単位に認定すること。      

(3)修得した授業科目等が本学部の上級年次に配当されている授業科目に相当する場合に、これを認

定すること。 

 

 (単位認定の手続)   

第 11 条 修得した授業科目等の認定の手続は、次に掲げるところによる。   

(1)教務委員会は、留学終了者の願い出に基づく単位認定に際し必要があるときは、審査委員会を設

置する。  

   (2)前号の審査委員会は、教務委員長及び教務委員長が指名する教員により構成するものとする。  

   (3)教務委員長は、単位認定審査を行い、認定可能な授業科目及び単位数を定めた単位認定案を作成
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し、教務委員会に報告するものとする。  

   (4)教務委員会は、前号の単位認定案を審議し、教授会に付議するものとする。 (単位認定審査記録

の保管) 

  第 12 条 教務委員長は、留学先大学等で修得した授業科目等の名称、単位数及び成績評価等並びに読

替え後の授業科目名、単位数及び審査の経緯について、文書に記録して保管しなければならな

い。 

 

 (単位の換算基準)   

第 13 条 留学先大学等で修得した単位を本学部の単位に換算するときは、学則第 25条に規定する単位の

計算方法及び実質の履修時間数に基づき、次に掲げる基準により換算するものとする。  

 

科 目 の 種 類 単位 履修時間数 

講義・演習科目 ２ 1350 分 

演習科目 1 1350 分 

 

(留学終了後の履修登録) 

第 14 条 留学を終了した学生の留学終了後の履修登録手続は、次に掲げるところによる。       

(1)4 月末日までに留学終了届を提出した学生は、所定の期日までに、前期科目を登録し、履修す

ることができる。  

(2)10 月末日までに留学終了届を提出した学生は、所定の期日までに後期科目を登録し、履修する

ことができる。   

 

(留学終了後の専門ゼミナール及び 卒業研究 担当者) 

 第 15 条 留学終了後の専門ゼミナール 及び 卒業研究 の履修に関する取扱いは、次に掲げるところに

よる。   

(1)留学を終了した学生が、これらの履修を希望する場合は、学生の希望に基づき、学科長が担当者

を決定するものとする。  

(2) 専門ゼミナールを履修している学生が年度途中に留学を開始し、留学終了後に継続して専門ゼ 

ミナールの履修を希望する場合は、留学開始時の担当者が引き続き担当するものとする。ただし、 

留学終了後に当該担当者が専門ゼミナールを担当していない場合には、学生の希望に基づき、学科 

長が担当者を決定するものとする。 

 

 （改廃）  

第 16 条 この内規の改廃は、教授会の議を経て行う。  

 

附 則 

この規則は、平成22年4月1日から施行する。  

この規則は、平成28年4月1日から施行する。  

この規則は、平成29年4月1日から施行する。 

この改定規則（学部名の変更）は、令和６年４月１日から施行する。なお、学芸学部に在籍する学

生については従前の規則による。 
この規則は、令和7年4月1日から施行する。 
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桜花学園大学国際学部 ダブル・ディグリー留学に関する規則 

 

（準拠）  

第１条 この規則は、桜花学園大学学則第20条１項第３号及び桜花学園大学海外留学規程第３条第１項

第４号に基づき、学生のダブル・ディグリー留学の実施に必要な事項を定める。  

 

（ダブル・ディグリーの定義等）  

第２条 ダブル・ディグリーとは、本学の学生が、外国の大学等（以下「ダブル・ディグリー協定校」 

という。）の学位課程にも所属し、双方の大学がそれぞれ学位を授与することをいう。  

２ 本規則におけるダブル・ディグリー留学とは、前項の学位取得に必要な教育課程または単位を

修得するため、本学に在学したまま、ダブル・ディグリー協定校で一定期間学修することを目

的とした留学のことをいう。  

 

（共同実施体制）  

第３条 国際学部は、ダブル・ディグリー協定校との教育連携の安定的かつ継続的な実施を確保するた 

め、あらかじめ本学と同協定校間にてダブル・ディグリー留学実施のために必要な基本方針等 

に係る協定を締結するものとする。  

２ 国際学部は、ダブル・ディグリー協定校との調整や重要事項を定期的に協議し、また組織的か 

つ継続的に運営するため、本学の関連部署と情報を共有し、関係者間の調整等を行うものとす 

る。  

 

（ダブル・ディグリー留学期間）  

第４条 ダブル・ディグリー留学期間は、原則として２年とする。  

２ 留学期間の始期は４月１日又は10月１日、終期は９月30日又は３月31日とする。ただし、これ

らの日付の前後に出国又は帰国をした場合は、これをいずれかの日付に読み替えるものとす

る。  

   

（ダブル・ディグリー学生の定員）  

第５条 ダブル・ディグリー学生の定員は、本学とダブル・ディグリー協定校との取り決めによって定 

めるものとする。  

 

（ダブル・ディグリー留学の対象機関）  

第６条 ダブル・ディグリー協定校となる機関は、国際学部教授会（以下「教授会」という。）に審議 

を経て、その推薦に基づき学長が承認するものとする。  

 

（ダブル・ディグリー留学の出願資格）  

第７条 ダブル・ディグリー留学を希望する者は、次の各号を満たさなければならない。 

（1） 本学部に２年以上在学し、留学する前までに原則として62単位以上を修得していること。 
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（2） 希望するダブル・ディグリー協定校の指定する要件及び協定に定める要件を満たしている

こと。 

（3） 本学の指定する要件を満たしていること。  

（4） 留学目的及び留学計画が適切であること。 

（5） 学業成績が優秀であること。 

（6） ダブル・ディグリー協定校の入学許可書を有すること。 

(7) 心身共に健康であること。 

 

（ダブル・ディグリー留学の申請手続き）  

第８条 ダブル・ディグリー留学を希望する者は、次の書類を定められた期日までに国際学部長（以 

下「学部長」という。）に提出しなければならない。  

（1） 海外留学許可願 

（2） 所属する学科が発行する推薦書及び成績証明書 

（3） 保証人の同意書 

（4） その他本学が指定する書類  

２ 申請の申出があった時は、学部教授会を経て、学長に願い出るものとする。  

 

（ダブル・ディグリー留学の選考）  

第９条 ダブル・ディグリー留学生の選考は、国際学部留学委員会（以下「留学委員会」という。）が 

行う。 

２ ダブル・ディグリー留学生の選考は、成績、人物、履修計画、語学力等を総合的に判断する。選 

考方法は、書類審査又は面接その他の方法とし、留学委員会が決定する。 

 

（ダブル・ディグリー留学の許可）  

第１０条 ダブル・ディグリー留学に選考された学生は、定められた期日までに、次の書類を留学委員 

会経由で学部長に提出しなければならない。  

(1) ダブル・ディグリー協定校が要求する語学力の証明書  

(2) ダブル・ディグリー協定校の受入許可書 

(3) ダブル・ディグリー協定校での学修計画書および申込書 

(4) 健康診断書 

(5) その他本学が指定する書類 

(6) その他ダブル・ディグリー協定校が必要とする書類 

２ 前項に定める書類は、出国の日から２カ月前までに、学部長に提出しなければならない。 

３ 学部長は、留学委員会の審議結果に基づき、教授会の議を経て学長に許可を求めるものとする。 

 

（修得単位の認定）  

第１１条 ダブル・ディグリー留学期間中に修得した授業科目の単位は、学則34条に基づき、本学にお 

いて修得したものとして認定することができる。  
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２ 単位認定に関する事項は、別に定める。 

 

（ダブル・ディグリー留学期間の延長） 

第1２条 ダブル・ディグリー留学生が修学上の事由等で留学期間の延長を希望する場合は、原則とし

て留学期間終了3か月前までに留学期間延長願いを学部長に提出しなければならない。 

 ２ ダブル・ディグリー留学延長の許可は、ダブル･ディグリー協定校との協議に基づき、教授

会の議を経て、学長が行う。 

 

（休学期間の取り扱い）  

第１３条 ダブル・ディグリー留学生が疾病その他やむを得ない事情で休学を希望する場合は、学則に 

    定めるところに従い、許可することができる。 

２ 前項において休学が許可された学生は、ダブル・ディグリー学生としての資格を一時的に失

い、復学と同時に再び資格を得るものとする。  

 

（ダブル・ディグリー留学の中止・取消）  

第１４条 ダブル・ディグリー留学中の者が次の各号のいずれかに該当する場合は、学部長が学長の承

認を得てダブル･ディグリー留学の中止または取消を認めることができる。この場合、すみや

かに当該学生の帰国につき、学部長が関係部署に報告する。 

(1) ダブル･ディグリー留学生が、やむを得ない事情でダブル・ディグリーの中止を希望する

場合 

(2) 許可なくダブル･ディグリー留学を中止又は中断した場合 

(3) ダブル･ディグリー留学中に学生の本分に反した場合  

(4) 規則または法令違反等により、ダブル･ディグリー協定校から除籍処分を受けた場合 

(5) その他、学長が帰国させることが適当と判断した場合 

２ ダブル・ディグリー留学中止の許可は、ダブル･ディグリー協定校との協議に基づき、教授会

の議を経て、学長が行う。中止が許可された場合は、当該学生はダブル・ディグリー学生の資

格を失うものとする。  

３ 前項によってダブル・ディグリー学生の資格を失った場合も、ダブル・ディグリー協定校にお 

いて修得済みの単位は、第11条に定める手続きに従い、認定することができる。 

 

（本学における学位授与）  

第１５条 ダブル・ディグリー留学生に係る本学における卒業認定及び学位授与については、原則、学

位論文を双方の大学に提出し、本学の学則その他関係規程等の定めるところに準拠する。  

 

（ダブル・ディグリー協定校における学位の授与）  

第１６条 国際学部は、ダブル・ディグリー協定校との取り決めに従い、定められた時期までに当該学

生の本学での成績ならびにその他必要な書類を同協定校に送付するほか、同協定校での学位取得

のために必要な手続きを求められた場合はこれに協力するものとする。  
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２ ダブル・ディグリー留学生は、本学卒業と同時にダブル・ディグリー留学を修了し、同協定校の

学位授与については、同協定校の学則その他関係規程に定めるところに準拠する。但し、当該学

生がダブル・ディグリー留学を中止する場合は、本学の学位のみで卒業を認めるものとする。  

 

（ダブル・ディグリー留学に関わる学費等の取り扱い）  

第１７条 ダブル・ディグリー留学生は、ダブル・ディグリー留学中においても本学の学費を学則に定

められた納入期限までに納めるものとする。  

２ ダブル・ディグリー留学中のダブル・ディグリー協定校における学費等は、同協定校との合意に

基づくものとする。  

３ 前項において、ダブル・ディグリー協定校における学費等を自ら納付する学生（以下「私費ダブ

ル・ディグリー留学生」という。）が本学に納付する学費等の取り扱いについては、桜花学園大

学海外留学規程に準拠する。 

４ 本規則第１２条によってダブル・ディグリー留学の延長が許可された場合は、留学期間延長中に

おいての本学の学費は、学則に定めるところに準拠する。なお、ダブル・ディグリー協定校にお

ける学費等は、同協提校の学則に定めるところに準拠する。 

 

（その他） 

第１８条 その他ダブル・ディグリー留学の運用に関して必要な事項は別に定めることができる。 

 

（規則の改廃）  

第１９条 この規則の改廃は、教授会の議を経て行う。 

 

附 則 

この規則は、令和６年４月１日から施行する。 
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桜桜花花学学園園大大学学  国国際際学学部部  国国内内留留学学制制度度規規程程  
  
（（準準拠拠））  
第第１１条条 本規程は、桜花学園大学学則第 35 条に基づき、国際学部（以下「学部」という。）の国内留学 

制度（以下「制度」という。）に関し、必要な事項を定めることを目的とする。 
 
（（定定義義））  
第第２２条条 本規程における国内留学（以下「留学」という。）とは、本学部学生が在学中に資格取得及び 

スキルアップ等を目的として、本学以外の国内教育機関等において一定期間学ぶことをいう。 
 
（（留留学学期期間間））  
第第３３条条 留学期間は、原則として一回につき 6か月を限度とする。 
２．前項に関わらず、教育上有益であると判断される場合には、学生の履修状況等を考慮し、学部 
教授会の審議により、再度留学を認めることができる。 

３．留学の開始時期は、原則として学期開始とする。ただし、留学期間が夏季休暇期間または春季 
休暇期間内に完了する場合は、この限りでない。 

４．前項に該当しない留学については、学部教授会の審議により、認めることができる。 
 
（（認認定定条条件件））  
第第 44条条 本制度として認定できる活動は、以下の各号をすべて満たすものとする。 

(1)  学修及び職業能力の向上に資する資格取得や活動であること 
(2)  講座受講、受験、その他の活動について客観的根拠の提示が可能であること 
(3)  学部教授会において認める資格・活動であること 

 
（（対対象象活活動動））  
第第 55条条 本制度の対象活動は、以下のとおりとする。 

(1)  国家資格、民間資格、または専門ライセンスの取得を目的とした講座、研修、試験準備活動 
(2)  地域社会や企業主催のプロジェクト、フィールドワーク等、学修内容の実践・応用を目的と 

した活動 
(3)  将来の進路に直結する技能や知識を習得する活動 
(4)  上記各項に準ずると学部教授会が認める活動 

 
（（申申請請資資格格））  
第第 66条条  留学を希望する者は、次の各号をすべて満たすものとする。 

(1)  原則として、本学部 2年次または 3年次の正規学生であること 
(2)  留学開始前までに 30 単位以上を修得していること 
(3)  休学期間中の者でないこと 

２．前項に関わらず、学年要件については、カリキュラムに支障のない範囲内で柔軟に運用すること
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ができる。 
  
（（申申請請手手続続きき））  
第第 77条条  本制度を希望する者は、所定の「国内留学許可願」に次の書類を添えて、学部に願い出るもの 

とする。 
(1)  受講・受験・活動計画書 
(2)  保証人の同意書 
(3)  その他学部が指定する書類 
２．申請は国内留学開始 30日前までに行うこと 
３．必要に応じ、申請者等と面談等を求めることができる。 
４．留学の許可は、学部教授会の審議を経て、学長が行う。 

  
（（留留学学中中のの本本学学授授業業科科目目のの履履修修））  
第第 88条条  原則として、留学期間中の本学授業科目の履修は行わない。 
２．前項に関わらず、学生の学修状況を考慮し、履修制限について柔軟に運用することができる。 

 
（（単単位位のの認認定定））  
第第99条条 留学修了に伴う単位認定は、所定の手続きを経て行う。 

2.  認定可能単位は、国際学部専門教育科目の「国内留学」として、2単位を上限とする。 
3.  単位認定を希望する者は、所定の「単位認定願」に次の書類を添えて、学部に願い出るものとす 
る。 

(1)  学修成果の報告書 
(2)  留学の成果・留学先の評価等を証明する書類 
(3)  その他学部が指定する書類 
４．必要に応じ、追加資料の提出や面談等を求めることができる。 

 
（（学学納納金金及及びび支支援援金金））  
第第 1100条条 本制度に対して、一人につき 30万円を上限とし、活動費を支援する。 
 ２．支援金は、第 3条に基づき、留学期間内に行ったものに限り支給するものとする。ただし、再度 

留学を認める場合においては、限度額の範囲内で支給することができる。 
３．本学に対する学納金は通常どおり納入するものとする。 

 
（（支支援援対対象象））  
第第 1111条条  本制度に関わる支援対象は、以下のとおりとする。なお、これらの対象となる活動及び費 

用支援の可否は、すべて学部教授会の審議によるものとする。 
(1)  資格取得に要する受講料、教材費、受験料等 
(2)  プロジェクト参加に要する交通費、宿泊費、材料費等 
(3)  スキルアップ講座受講に要する実習費、研修参加費、教材・機器利用費等  
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(4)  上記各項に準ずると学部が認める活動費用 
 
（（支支援援金金のの支支給給方方法法））  
第第 1122条条 本制度に係る支援金の支給方法は、以下のとおりとする。 
１．支援金の支給を希望する者は、留学修了後、速やかに所定の「国内留学支援金支給願」に次の
書類を添えて、学部に願い出るものとする。 

（1） 学修成果の報告書 
（2） 留学先機関発行の修了証、資格等合格証、または、成果を証明する書類 
（3） 諸経費の明細書及び領収書 
（4） その他学部が指定する書類 
２．支援金は、学部教授会の審議かつ学長の承認を経た後、速やかに支給するものとする。 
３．支援金の支給は、審議の結果により、支給が認められない場合がある。 
４．天災その他やむを得ない事情により、申請者が留学を中断せざるを得ないと学部が認めた場合 
には、費用等の一部を支給することができる。  

 
（（不不正正行行為為のの禁禁止止及及びび処処罰罰））  
第第 1133条条  学生は、制度利用に際して虚偽申請、書類改ざん、他者成果の不正利用、その他不正行為を 

行ってはならない。 
２． 違反が認められた場合、学部は以下の措置を講じることができる。 

(1)  支給済み支援金の返還命令 
(2)  制度利用の停止または申請取消 
(3)  履修・単位認定の取消 
(4)  学生懲戒規程に基づく処分 
３．不正行為の判断は、学部教授会において行う。 

 
（（規規程程のの改改廃廃））  
第第 1144条条 本規程の改廃は、学部教授会の議を経て行う。 
 
付付則則  
本規程は、令和 8年 4月 1日から施行する。 
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桜花学園大学国際学部 日本語教員養成課程に関する規程 

 

（目的） 

第１条 この規程は、桜花学園大学学則（以下「学則」という。）第 31 条第３項に基づき、日本語教員 

養成課程の修了及び科目の単位修得方法等に関して必要な事項を定める。 

 

（修了のための単位修得） 

第２条 この課程を修了しようとする者は、学則別表第４に定める必修科目及び選択必修科目を修得し 

なければならない。 

 ２ この課程を主専攻として修了しようとする者は、前項に揚げる科目を含み 45単位以上修得しなけ 

ればならない。 

 ３ この課程を副専攻として修了しようとする者は、第 1項に揚げる科目を含み 26 単位以上修得しな 

   ければならない。 

４ この課程を修了しようとする者は、「国内日本語教育インターンシップ」、「海外日本語教育イ 

ンターンシップ A」、「海外日本語教育インターンシップ B」のうち、いずれか 1科目、及び「日本

語教育ボランティア A」、「日本語教育ボランティア B」のうち、いずれか 1科目を履修しなければ

ならない。 

 

第３条 前条第２項に掲げる科目を履修しようとする者は、次の各号の条件を満たさなければならない。  

（1） 学則に定める国際学部日本語教育専攻の科目を履修していること。 

（2） ３年次末までに履修した全科目の通算 GPA が 2.8 以上であること。 

（3） 所定の日本語教育実習費を納入すること。 

 

（履修の許可） 

第４条 本規程第２条４項に定める科目の履修の許可は、国際学部教授会の議を経て行う。 

２ 健康上の理由、または懲戒その他の理由などにより教授会が不適と認めた場合は、本規程第２条

４項に定める科目の履修を許可しないことがある。 

 

（課程修了証明書） 

第５条 学則第 31条第３項に定める所定の科目を修得した者に対しては、本人の申請に基づき、日本語 

教員養成課程修了証明書を発行する。修了証明書に記載する課程の名称は、「日本語教員養成課程（主 

専攻）」または「日本語教員養成課程（副専攻）」とする。 

 

（規程の改廃） 

第６条 この規程の改廃は、国際学部教授会の議を経て行う。 

 

付則 

この規則は、令和６年４月１日から施行する。 
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桜桜花花学学園園大大学学科科目目等等履履修修生生規規程程  

 
（準 拠） 
第 1条 この規程は、本学学則の定めに基づき科目等履修生に関し必要な事項を定める。 
 
（履修の許可）  
第 2条 本学が指定する授業科目のうち、履修を志願する者があるときは、当該学科の教育に支障がな

い限り、選考の上、科目等履修生として入学を許可することができる。 
 
（資 格） 
第 3条 科目等履修生の入学資格については、本学学則の定めるところによる。 
２  高等学校の生徒が本学の指定する授業科目の履修を志願するときは、当該生徒の属する高等学
校と協議の上、本学の教育に支障のない限りにおいて、教授会の意見を聴き、学長は科目等履

修生として入学を許可することがある。 
３  前項の科目等履修生に関して必要な事項は、別に定める。 

 
（入学期日） 
第 4条 科目等履修生の入学期日は、毎学期の始めとする。 

 
（在学期間）   
第 5条  科目等履修生の在学期間は、履修科目の開講期間とする。 
   
（手続き） 
第 6条 科目等履修生として入学しようとする者は、次の書類に検定料（本科入学検定料の半額）を添

えて指定の期日までに提出しなければならない。 
１ 入学願書 
２ 卒業証明書（最終学歴のもの）または在学関係にある大学の成績証明書等、入学資格を証明す

るもの。あるいはその写し。 
                

（授業料） 
第 7 条 科目等履修生として入学を許可された者は，授業料（１単位につき 15,000 円）を指定の期日

までに納入しなければならない。 
２ 「教育実習「保育実習」等の履修者は、実習謝礼費を納入しなければならない。 
３ 既納の入学検定料及び授業料等については、原則として返還しない。 

 
（履修単位の授与） 
第 8条 科目等履修生は，履修した科目につき試験を受けることができる。 
２ 試験に合格した科目について，単位取得証明書を授与する。 

                                           
（学則の準用）  
第 9条 科目等履修生については，この規程に定めるもののほか本学学則を準用する。 

 
（委 任） 
第 10条 この規程に定めるもののほか必要な事項は，別に定める。 
 

         附          則   
   この規程は，平成 10年４月１日から施行する。 
   この規程は，平成 11年４月１日から施行する。 
   この規程は，平成 14年度入学生から施行する。 
  この規程は，平成 15年 10月から施行する。 
この規程は，令和 7年 4月から施行する。 
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桜桜花花学学園園大大学学科科目目等等履履修修生生規規程程にに関関すするる細細則則 
 
（桜花学園大学卒業生等に関わる特例） 

１． 桜花学園大学科目等履修生規程（以下 規程という）第６条、第７条の規程に関わら

ず、次の各号については、これを特例として認める。 

 ① 名古屋短期大学（専攻科を含む）の在学生については入学願書を除く提出書類、 

入学検定料及び授業料を免除する。  

② 桜花学園大学・名古屋短期大学（専攻科を含む）及び豊田短期大学の卒業生につ 

いては入学願書を除く提出書類及び入学検定料を免除する。  

③ 編入学試験に合格し入学金を納めた者については入学願書を除く提出書類、入学 

検定料及び授業料を免除する。ただし、入学を辞退した場合、授業料は徴収する。  

④ 科目等履修生を継続する者については入学願書を除く提出書類及び入学検定料を 

免除する。  

 

（「教育実習」等学外実習科目の履修制限）  

２． 「教育実習」等学外実習科目の履修をしようとする者は、次の各号の条件を満たさな 

ければいけない。  

① 本学の卒業生であること。 

② 原則、履修開始の時点で、卒業して４年以内であること。  

③ 教育保育学部の卒業生において、幼稚園教諭 1 種免許状の取得を希望する者は、

「教育実習Ⅰ」および「教育実習指導Ⅰ」を含み免許取得要件単位の 7 割以上履

修していること。 

④ 教育保育学部の卒業生において、小学校教諭 1 種免許状の取得を希望する者は、

「学校インターンシップ」および「学校インターンシップ指導」を含み免許取得要

件単位の 7 割以上履修していること。 

⑤教育保育学部の卒業生において、特別支援学校教諭 1種免許状の取得を希望する者

は、基礎免許となる免許を有していることおよび免許取得要件単位の 7 割以上履

修していること。 

⑥ 教育保育学部の卒業生において、保育士資格の取得を希望する者は、「保育実習Ⅰ 

（保育所）」「保育実習Ⅰ（施設）」および「保育実習指導Ⅰ」を含み資格取得要 件

単位の 7 割以上履修していること。 

⑦ 国際学部の卒業生において、中学校教諭 1 種免許状および高等学校教諭 1 種免許 

状の取得を希望する者は、各免許取得要件単位の 7 割以上履修していること。 
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 「教育実習」等学外実習科目とは、教育保育学部開講科目「教育実習Ⅱ」「教育実習

Ⅲ」「教育実習Ⅳ」「教育実習指導Ⅱ」「教育実習指導Ⅲ」「教育実習指導Ⅳ」「保育

実習Ⅱ」「保育実習Ⅲ」「保育実習指導Ⅱ」「保育実習指導Ⅲ」、国際学部開設科目「教

育実習Ⅰ」「教育実習Ⅱ」「教育実習指導」とする。 

（「教育実習」等学外実習科目を履修しようとする者に関する特例）  

３． 「教育実習」等学外実習科目を履修しようとする者は、規程第６条の規程に関わらず、

出願期間は原則、前年度の９月１日から９月３０日までとし、提出書類に健康診断書を

加え、提出するものとする。  

 

（実習謝礼費）  

４． 規程第７条第２項の実習謝礼費は、実費を徴収する。ただし、実習費を既に納入した 

者については、実習謝礼費を免除する。 

 

附則 

この細則は、平成１５年１０月 １日から施行する。  

この細則は、平成２１年 ４月 １日から施行する。  

この細則は、平成２８年 ４月 １日から施行する。  

この細則は、令和５年 ４月 １日から施行する。 

この改定細則（学部名の変更）は、令和６年４月１日から施行する。なお、学芸学部に在
籍する学生については従前の細則による。 
この改定細則（学部名の変更）は、令和７年４月１日から施行する。なお、学部名の変更
は、令和７年度以降当該の学部に在籍する全ての学生に適用するものとする。 
この改定細則（実習名の変更）は、令和７年４月１日から施行する。 
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 「教育実習」等学外実習科目とは、教育保育学部開講科目「教育実習Ⅱ」「教育実習

Ⅲ」「教育実習Ⅳ」「教育実習指導Ⅱ」「教育実習指導Ⅲ」「教育実習指導Ⅳ」「保育

実習Ⅱ」「保育実習Ⅲ」「保育実習指導Ⅱ」「保育実習指導Ⅲ」、国際学部開設科目「教

育実習Ⅰ」「教育実習Ⅱ」「教育実習指導」とする。 

（「教育実習」等学外実習科目を履修しようとする者に関する特例）  

３． 「教育実習」等学外実習科目を履修しようとする者は、規程第６条の規程に関わらず、

出願期間は原則、前年度の９月１日から９月３０日までとし、提出書類に健康診断書を

加え、提出するものとする。  

 

（実習謝礼費）  

４． 規程第７条第２項の実習謝礼費は、実費を徴収する。ただし、実習費を既に納入した 

者については、実習謝礼費を免除する。 

 

附則 

この細則は、平成１５年１０月 １日から施行する。  

この細則は、平成２１年 ４月 １日から施行する。  

この細則は、平成２８年 ４月 １日から施行する。  

この細則は、令和５年 ４月 １日から施行する。 

この改定細則（学部名の変更）は、令和６年４月１日から施行する。なお、学芸学部に在
籍する学生については従前の細則による。 
この改定細則（学部名の変更）は、令和７年４月１日から施行する。なお、学部名の変更
は、令和７年度以降当該の学部に在籍する全ての学生に適用するものとする。 
この改定細則（実習名の変更）は、令和７年４月１日から施行する。 

桜桜花花学学園園大大学学  編編入入学学規規程程  
（準 拠） 
第１条 この規程は、本学学則に基づき、編入学に関する事項について定めるものとす

る。 
 
（定 義） 
第２条 編入学とは、次の各号の一に該当する者が本学の３年次に入学することをいう。 

ただし、国際学部においては、2 年次、または 3 年次に入学することをいう。 
(1) 短期大学又は高等専門学校を卒業した者 

(2) 大学を卒業した者又は他の大学に２年以上在籍し、６２単位以上修得した者 

ただし、国際学部の２年次編入においては、大学を卒業した者又は他の大学に１ 

年以上在籍し、３０単位以上修得した者 

(3) 外国の大学において２年以上在籍し、６２単位以上を修得した者又は大学を 
卒業した者 
ただし、国際学部の２年次編入においては、大学を卒業した者又は他の大学に１ 
年以上在籍し、３０単位以上修得した者 

(4) 専修学校の専門課程（修業年限が2年以上、総授業時数が1,700時間以上又は62単
位以上であるものに限る）を修了した者  

(5) 修業年限が2年以上その他の文部科学大臣が定める基準を満たす高等学校専攻科
修了者  

(6) その他、前記と同等以上の資格があると本学が認めた者 
 

（出 願） 
第３条 本学に編入学を志願する者は、所定の願書に入学検定料を添えて指定の期日まで 

に提出しなければならない。 
 
（試 験） 
第４条 編入学志願者には、編入学試験を行うものとする。 
２ 編入学試験は、指定校推薦と一般試験の２種類とする。 
 

（許 可） 
第５条 学長は、前条による試験に合格した者については、教授会の議を経て入学を許可 

する。 
 

（既修得単位の取扱い） 
第６条 前条により、入学を許可された者の既に修得した授業科目及び単位数の取扱い

は、別に定める。 
 

（納付金） 
第７条 編入学者の納付金は、編入年度に在籍する学生の納付額とする。 

ただし、入学金については、編入年度の半額とし、名古屋短期大学または外国の提 
携大学からの編入学者は、免除する。 
 

（委 任） 
第８条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 
 

附 則 
 

この規程は、平成１０年４月１日から施行する。 
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この改定規程は、平成１４年度入学生から適用する。 
この改定規程は、平成１７年４月１日から施行する。 
この規程（定義及び納付金）は、平成１７年１０月１日から施行し、 
平成１８年度入学者から適用する。 
この改定規程は、令和５年４月１日から施行する。  
この改定規程は、令和６年４月１日から施行する。 
この改定規程は、令和８年４月１日から施行する。 
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桜桜花花学学園園大大学学  再再入入学学規規程程 
 
（準 拠） 

第 1条 この規程は、桜花学園大学（以下「本学」という。）学則に基づき、再入学に関す  

る事項について定めるものとする。  

 

（再入学資格）  

第 2 条 本学に再入学できる者は、次の各号に該当する者をいう。 

 (1) 本学を中途退学した者。ただし、懲戒による退学は除く。 

 (2) 本学を中途退学して、原則再入学時点で 10年を超えない者。 

 

（再入学を出願できる学部学科）  

第 3 条 再入学を出願できる学部学科は、原則として所属していた学部学科とする。 ただ

し、中途退学時に所属していた学部等が廃止、改組、名称変更等により存在しないと

きは、同一とみなすことができる学部等で協議の上、決定した学部等とする。 

 

（時 期） 

第 4条 再入学の時期は、毎学年の始めとする。  

 

（出 願） 

第 5条 本学に再入学を志願する者は、所定の願書と書類を期日までに提出しなければな  

らない。なお、入学検定料は免除する。  

 

（審 査） 

第 6条 再入学を希望する者の審査は、別に定める方法により合否の判定を行うものとす  

る。  

 

（入学の許可） 

第 7条 学長は、前条による審査に合格した者については入学を許可する。 

 

（再入学年次） 

第 8条 再入学を許可された者の再入学年次は、原則として退学した年次とする。 

 

（在学期間） 

第 9条 再入学を許可された者の在学期間は、再入学を許可された年次以後の修業年限の  

２倍に相当する年数を超えることはできないものとする。 

この改定規程は、平成１４年度入学生から適用する。 
この改定規程は、平成１７年４月１日から施行する。 
この規程（定義及び納付金）は、平成１７年１０月１日から施行し、 
平成１８年度入学者から適用する。 
この改定規程は、令和５年４月１日から施行する。  
この改定規程は、令和６年４月１日から施行する。 
この改定規程は、令和８年４月１日から施行する。 
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（納付金） 

第 10条 再入学者の納付金は、再入学年次に在籍する学生の納付額とする。ただし、入学  

金については免除する。  

 

（委 任） 

第 11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。  

 

附 則  

この規程は、平成２６年４月１日から施行する。 

この改定規程（再入学を出願できる学部学科の変更）は、令和６年４月１日から施行す

る。 

この改定規程（再入学を出願できる学部学科の変更）は、令和７年４月１日から施行す

る。 
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（納付金） 

第 10条 再入学者の納付金は、再入学年次に在籍する学生の納付額とする。ただし、入学  

金については免除する。  

 

（委 任） 

第 11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。  

 

附 則  

この規程は、平成２６年４月１日から施行する。 

この改定規程（再入学を出願できる学部学科の変更）は、令和６年４月１日から施行す

る。 

この改定規程（再入学を出願できる学部学科の変更）は、令和７年４月１日から施行す

る。 

教教育育保保育育学学部部編編入入学学既既修修得得単単位位認認定定規規程程  

 
 

（準 拠） 

第1条 この規程は、本学学則第15条に基づき、編入学によって入学した者の既修得単位の認定に

関する事項について定めるものとする。  

 

（認定の限度） 

第2条 各教育機関において修得した単位のうち、本学において修得したものとみなすことのでき

る単位は、60単位を超えないものとする。 

 

（認定の要件） 

第3条 既修得単位の認定は、次によるものとする。  

        （１）学科の専攻と同じ学問分野を各教育機関において履修した者は、共通教育科目にお

いては、30単位までを認定できるものとし、専門教育科目（関連教育科目、専攻教育

科目）においては、科目の読み替えにより32単位までを認定できるものとする。ただ

し、専門教育科目において32単位を超えて認定し得る科目がある場合は、共通教育科

目の認定によらず、60単位までを科目の読み替えにより認定できるものとする。  

        （２）学科の専攻と異なる学問分野を各教育機関において履修した者は、共通教育科目に

おいては、30単位までを包括して認定できるものとし、専門教育科目については、読

み替え得る科目があれば、32単位までを認定できるものとする。  

    （３）保育士養成に関わる科目の単位認定については、保育士養成施設において修得した科目

について30単位を超えない範囲、指定保育士養成施設以外の学校等で修得した科目について

は共通教育科目として30単位を超えない範囲で認定できるものとする。 

 

（認定の手続） 

第4条 既修得単位の認定は、教授会の議を経て学長が行う。  

 

（委 任） 

第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 

 

附 則   
この規程は、平成15年４月１日から施行する。 

この規程は、平成21年４月１日から施行する。 

この規程は、平成23年４月１日から施行する。 

この規程は、平成28年４月１日から施行する。 

この改定規程（学部名の変更）は、令和７年４月１日から施行する。なお、学部名の変更は、令和７

年度以降当該の学部に在籍する全ての学生に適用するものとする。 
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桜桜花花学学園園大大学学  国国際際学学部部  編編入入学学既既修修得得単単位位認認定定規規程程 
 
（準 拠） 

第 1条 この規程は、本学学則に基づき、編入学によって入学した者の既修得単位の認定に

関する事項について定めるものとする。  

 

（認定の限度） 

第 2 条 各教育機関において修得した単位のうち、本学において修得したものとみなすこ

とのできる単位は、60単位を超えないものとする。  

 

（認定の要件） 

第 3条 既修得単位の認定は、次によるものとする。 

 (1) 共通教育科目については、科目の読み替えにより 30 単位まで認定できる。 

(2) 専門教育科目については、科目の読み替えにより 30 単位まで認定できる。    

ただし、専門教育科目において 30 単位を超えて認定し得る科目がある場合

は、共通教育科目の認定によらず、60単位までを科目の読み替えにより認定

できるものとする。 

 

（認定の手続） 

第 4条 既修得単位の認定は、教授会の議を経て学長が行う。  

 

（委 任） 

第 5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。  

 

附 則  

この規程は、平成２１年４月１日から施行する。  

この規程は、平成２３年４月１日から施行する。  

この規程は、平成２８年４月１日から施行する。  

この規程は、平成２９年４月１日から施行する。 

この規程は、令和３年４月１日から施行する。 

この改定規程（学部名の変更）は、令和６年４月１日から施行する。なお、学芸学部に在

籍する学生については従前の規程による。 
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桜桜花花学学園園大大学学  国国際際学学部部  編編入入学学既既修修得得単単位位認認定定規規程程 
 
（準 拠） 

第 1条 この規程は、本学学則に基づき、編入学によって入学した者の既修得単位の認定に

関する事項について定めるものとする。  

 

（認定の限度） 

第 2 条 各教育機関において修得した単位のうち、本学において修得したものとみなすこ

とのできる単位は、60単位を超えないものとする。  

 

（認定の要件） 

第 3条 既修得単位の認定は、次によるものとする。 

 (1) 共通教育科目については、科目の読み替えにより 30 単位まで認定できる。 

(2) 専門教育科目については、科目の読み替えにより 30 単位まで認定できる。    

ただし、専門教育科目において 30 単位を超えて認定し得る科目がある場合

は、共通教育科目の認定によらず、60単位までを科目の読み替えにより認定

できるものとする。 

 

（認定の手続） 

第 4条 既修得単位の認定は、教授会の議を経て学長が行う。  

 

（委 任） 

第 5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。  

 

附 則  

この規程は、平成２１年４月１日から施行する。  

この規程は、平成２３年４月１日から施行する。  

この規程は、平成２８年４月１日から施行する。  

この規程は、平成２９年４月１日から施行する。 

この規程は、令和３年４月１日から施行する。 

この改定規程（学部名の変更）は、令和６年４月１日から施行する。なお、学芸学部に在

籍する学生については従前の規程による。 

 

桜桜花花学学園園大大学学  転転学学部部・・転転学学科科規規程程  

  

（準 拠） 

 第 1条 この規程は、本学学則第 19 条の定めに基づき、転学部・転学科に関する事 
について定めるものとする。  

 
（定 義）  
第 2条 転学部とは、本学在学中に所属学部以外の学部に在籍学部を変更することをいう。 

２ 転学科とは、本学在学中に所属学部の当該学科以外の学科に、在籍学科を変更す   
ることをいう。  

 
（転学部・転学科の時期）  
第 3条 転学部・転学科の受け入れる年次は、第２学年または、第３学年の初めとする。  
 
（出 願）  
第 4条 転学部・転学科を希望する者は、所定の期日までに、願書等の必要な書類を学長へ

提出しなければならない。 なお、出願は１回限りとする。  
 
（審 査）  
第 5条  転学部・転学科を希望する者の審査は、志望学部の定めるところにより、筆記試  

験、面接及び書類審査などにより合否の判定を行うものとする。 
  
（転学部・転学科の許可） 
 第 6条  学長は、前条による審査で合格した者について、志望学部の教授会の議を経て転  

学部・転学科を許可する。 
 
 （既修得単位の取扱い）  
第 7条 前条により、許可された者の既修得単位の取扱いについては、別に定める。 
 
 （修業年限及び在学年限）  
第 8条 転学部・転学科者の本学での修業年限及び在学年限は、学則第 5 条の通りとする。 
 
 （委 任） 
 第 9条 この規程に定めるものの他、必要な事項については別に定める。 
 

附   則 
この規程は、平成２０年４月１日から施行する。  
この改定規程（受け入れの時期及び出願の変更）は、平成２５年４月１日から施行する。 
この改定規程（出願の変更）は、 令和６年４月１日から施行する。 
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桜桜花花学学園園大大学学転転学学部部・・転転学学科科規規程程細細則則  

 

（趣旨） 

第1条 この細則は、桜花学園大学転学部・転学科規程に基づく転学部・転学科（以下

「転学部等」という）の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。 

 

（募集及び許可条件） 

第2条 各学部学科は、教育上支障をきたすことのない範囲において、転学部等を志願す

る者を募集することができる。 

２  転学部等は、それにより、各学部又は各学科において教育上支障をきたすことの

ない範囲でこれを許可することができる。 

 

（志願者資格） 

第3条 転学部等を志願する者は、志願理由が明確であり、転学部等をして差支えないと

認められた者でなければならない。 

 

（選考方法） 

第4条 転学部等願を受理した志望学部は、志願理由、学業成績、面接、小論文、筆記試

験等を組み合わせて総合的に判定し、受入れの可否を決定するものとする。 

 

（配属年次） 

第5条 転学部等を許可された者のカリキュラム上の配属年次は、2年次又は3年次とす

る。 

２  配属年次については、単位取得状況を考慮のうえ決定する。 

 

（転学部等の時期） 

第6条 転学部等の許可の時期は、4月1日とする。 

 

（在学年限） 

第7条 転学部等を許可された者の残りの在学年限は、転学部等先における所定の在学年

限から当該者が既に在学した期間を差し引いた期間とする。 

 

（転学部等の制限） 

第8条 転学部等を許可された者は、原則として再び転学部等を願い出ることはできな

い。 

附 則 

この細則は、平成 25 年 4月 1 日から施行する。 

この改定細則（志願者資格の変更）は、 令和 6年 4月 1日から施行する。 
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桜桜花花学学園園大大学学転転学学部部・・転転学学科科規規程程細細則則  

 

（趣旨） 

第1条 この細則は、桜花学園大学転学部・転学科規程に基づく転学部・転学科（以下

「転学部等」という）の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。 

 

（募集及び許可条件） 

第2条 各学部学科は、教育上支障をきたすことのない範囲において、転学部等を志願す

る者を募集することができる。 

２  転学部等は、それにより、各学部又は各学科において教育上支障をきたすことの

ない範囲でこれを許可することができる。 

 

（志願者資格） 

第3条 転学部等を志願する者は、志願理由が明確であり、転学部等をして差支えないと

認められた者でなければならない。 

 

（選考方法） 

第4条 転学部等願を受理した志望学部は、志願理由、学業成績、面接、小論文、筆記試

験等を組み合わせて総合的に判定し、受入れの可否を決定するものとする。 

 

（配属年次） 

第5条 転学部等を許可された者のカリキュラム上の配属年次は、2年次又は3年次とす

る。 

２  配属年次については、単位取得状況を考慮のうえ決定する。 

 

（転学部等の時期） 

第6条 転学部等の許可の時期は、4月1日とする。 

 

（在学年限） 

第7条 転学部等を許可された者の残りの在学年限は、転学部等先における所定の在学年

限から当該者が既に在学した期間を差し引いた期間とする。 

 

（転学部等の制限） 

第8条 転学部等を許可された者は、原則として再び転学部等を願い出ることはできな

い。 

附 則 

この細則は、平成 25 年 4月 1 日から施行する。 

この改定細則（志願者資格の変更）は、 令和 6年 4月 1日から施行する。 

桜桜花花学学園園大大学学  研研究究生生規規程程  

 
（準 拠） 
第1条 この規程は、桜花学園大学学則第４７条第２項の規定に基づき研究生に関する事項について

定める。 
 (定 義) 
第2条 研究生とは、特定課題について指導教員のもとで、指導を受ける者をいう。 

(資 格) 
第3条 研究生として志願できる者は、次の各号の一に該当する者とする。 

   (１) 大学を卒業した者及び出願年度の３月３１日までに卒業見込みの者  
   (２) 本学において、前号と同等以上の資格または学力があると認められる者 
 (出 願) 
第4条 研究生として入学を志願する者は、所定の願書及び検定料（本科入学検定料の半額）を添え

て次の期日までに学長に願い出なければならない。 

在籍希望期日 提出期日 

１年又は前期 ３月末日 

後期 ９月末日 

 (審 査) 
第5条 出願のあった者の審査は、当該指導教員の意見を聞き、当該学科において行う。 
 (許 可) 
第6条 前条による審査で合格と判断された者については、教授会の議を経て、学長が入学を許可す

る。 

 (入学期日) 
第7条 研究生の入学期日は、学期のはじめとする。 
 (在学期間) 
第8条 在学期間は、学期を単位とし１年以内とする。ただし、特別の事情がある場合には延長を認

めることができる。 
 (授 業) 
第9条 研究生は、指導教員のもとで指導を受け、指導教員の判断により、教育に支障のない範囲で

授業を聴講することができる。 

    ただし、この場合の聴講授業科目の単位認定はできないものとする。 

（授業料等） 

第10条 研究生として入学を許可された者は、授業料（１学期６０,０００円、通年１２０,０００

円）を指定の期日までに納付しなければならない。 

  ２ 既納の入学検定料及び授業料は、原則として返還しない。 

（委 任） 

第11条 研究生については、本規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 

  

附   則 この規程は、平成１８年４月１日より施行する。 

      この規程は、平成２１年４月１日より施行する。 
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エエククスステテンンシショョンン科科目目認認定定要要領領 
 
共通教育科目のエクステンション科目及びその単位認定方法は以下のとおりとする。  

 

 

1. 他学部履修科目  

2. 愛知学長懇話会科目  

3. 大学間連携等単位互換協定に基づく科目  

4. 国際交流支援センターの留学生科目 

上記科目の他、大学設置基準第 29 条第 1 項に基づく資格  

 

 

 

1. 他学部履修科目は成績評価及び単位を認定する。 

2. 愛知学長懇話会科目、大学間連携等単位互換協定に基づく科目の成績評価は合格した場  

合「認定」とし、受講科目の単位を認定する。  

3. 資格の成績評価は、資格を取得した場合「認定」とし、認定した単位を与える。  

 

資格について  

1. 入学後に取得した資格のみ認定する。  

2. 資格の単位認定を希望する学生は、資格取得の証明書及び資格単位申請書を提出し、該 

当資格が法に照らし有効であるか、学修量に見合った単位数であるか審査を受けなけれ

ばならない。  

3. 国際学部においては、英語関係の検定、中国語検定、韓国語検定は対象としない。  

4. 所属学科の承認を得た学生に限り、上記「科目」4 を履修することができる。 

 

この要領は、平成 28 年 4 月 1 日から施行し、平成 28 年度入学生から適用する。 

この改定要領（学部名の変更）は、令和６年４月１日から施行する。なお、学芸学部に在

籍する学生については従前の要領による。 

この要領は、令和7年4月1日から施行する。 

科目 

単位認定方法 
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エエククスステテンンシショョンン科科目目認認定定要要領領 
 
共通教育科目のエクステンション科目及びその単位認定方法は以下のとおりとする。  

 

 

1. 他学部履修科目  

2. 愛知学長懇話会科目  

3. 大学間連携等単位互換協定に基づく科目  

4. 国際交流支援センターの留学生科目 

上記科目の他、大学設置基準第 29 条第 1 項に基づく資格  

 

 

 

1. 他学部履修科目は成績評価及び単位を認定する。 

2. 愛知学長懇話会科目、大学間連携等単位互換協定に基づく科目の成績評価は合格した場  

合「認定」とし、受講科目の単位を認定する。  

3. 資格の成績評価は、資格を取得した場合「認定」とし、認定した単位を与える。  

 

資格について  

1. 入学後に取得した資格のみ認定する。  

2. 資格の単位認定を希望する学生は、資格取得の証明書及び資格単位申請書を提出し、該 

当資格が法に照らし有効であるか、学修量に見合った単位数であるか審査を受けなけれ

ばならない。  

3. 国際学部においては、英語関係の検定、中国語検定、韓国語検定は対象としない。  

4. 所属学科の承認を得た学生に限り、上記「科目」4 を履修することができる。 

 

この要領は、平成 28 年 4 月 1 日から施行し、平成 28 年度入学生から適用する。 

この改定要領（学部名の変更）は、令和６年４月１日から施行する。なお、学芸学部に在

籍する学生については従前の要領による。 

この要領は、令和7年4月1日から施行する。 

科目 

単位認定方法 

桜桜花花学学園園大大学学  成成績績取取扱扱要要領領  

 
（趣旨） 
1 この要領は桜花学園大学履修規程に基づき、本学で実施する授業に係る成績の取扱に関
し、必要な事項を定めるものとする。 

 
（成績通知） 
２ 授業担当教員から報告された成績は、各学期の指定された成績発表日に公開すること

をもって受講学生への通知とする。受講学生は成績発表日以降速やかに各自でその内容

を確認しなければならない。なお、事情により成績発表日に公開できなかった成績およ

び追試験、再試験の成績については、成績発表日以降に公開した旨を受講学生に通知し、

当該授業の成績はその日を成績発表日とする。 
 
（成績の照会） 
３ 受講学生は、前項により確認した成績について、内容に質問がある場合は成績発表日

を含め３日以内（日曜・授業の無い祝日は含まない）に学務部へ学生自身が直接申し出

て「成績確認依頼書」を提出することとする。 
 
（成績の確認） 
４ 学務部は、前項により提出された「成績確認依頼書」を授業担当教員へ転送すること

とする。授業担当教員は、原則３日以内に評価の経緯を「成績確認依頼書」の回答欄に

記載して学務部へ提出し、学務部は当該学生へその内容を報告するものとする。なお、

授業担当教員は確認した結果、評価変更の必要がある場合は学務部へ成績の修正報告す

ることとする。 
 
（その他） 
５ この取扱要領の運用において、受講学生と授業担当教員間に問題が生じた場合は、教

務委員会が対応することとする。また、この取扱要領に定めるもののほか、成績報告に

係る事項は、教務委員会及び教授会の議を経て学長が決定することとする。 
 
（2016年 2月 17日制定 2016年 4月 1日施行） 
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名名古古屋屋短短期期大大学学ととのの単単位位互互換換にに関関すするる協協定定ににつついいてて  

 
名古屋短期大学と本学は協定により、それぞれ相手大学の授業科目を履修し単位を修得することを認

めあうこととしています。 
その単位互換協定の内容は次のとおりです。 

 
（受入れ） 
第 1条  桜花学園大学に在学する学生が、名古屋短期大学の授業科目の履修及び単位の修得を希望する

ときは、名古屋短期大学長は当該学生を受け入れることができる。 
    ２  名古屋短期大学に在学する学生が、桜花学園大学の授業科目の履修及び単位の修得を希望する

ときは、桜花学園大学長は当該学生を受け入れることができる。 
 
（協定による科目等履修生） 
第 2条  両大学は、前条により受け入れた学生を「協定による科目等履修生」として取り扱う。 
 
（履修期間） 
第 3条  協定による科目等履修生の期間は、１年以内とする。 
 
（授業科目の範囲及び単位数） 
第 4条  履修できる授業科目の範囲及び修得できる単位数は、その都度協議する。 
 
（学生数） 
第 5条  両大学の受け入れる学生数は、正規の学生の履修に支障をきたさない範囲とする。 
 
（受入れ手続） 
第 6条  協定による科目等履修生の受入れ手続は、双方の科目等履修生に関する規程に準じて行うもの

とする。 
 
（単位の授与等） 
第 7条  協定による科目等履修生の履修方法、単位授与等については、受入れ大学の学生の場合と同様

とする。 
 
（授業料等） 
第 8条  両大学が受け入れる協定による科目等履修生の授業料等は徴収しないものとする。 
 
附  則 
  １  この協定は、平成１１年４月１日から施行する。 
  ２  それぞれの大学において協定の内容を改めようとするときは、再度協議するものとする。 
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教育・保育実習について
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